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米国個人税確定申告
確定申告書提出義務

給与所得者、自営業者、投資所得など一定の収入のあった人は、原則として確定申告を行う必要
あり

• 日本のような年末調整制度は無く、各個人での確定申告書の提出が必要

• 源泉課税を基本とする日本の税制とは異なり、米国は総合課税方式を採用しているので、給
与・個人所得等全ての収入を合算して申告を行う

【一定の収入】

* 非居住者に夫婦合算申告の選択は無い
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居住形態 申告資格 年齢 以上

居住者 独身者 60歳未満 $12,000

60歳以上 $13,600

夫婦合算申告者 60歳未満 $24,000

60歳以上 ＋$1,300 /一人

夫婦個別申告者 全員 $5

非居住者 全申告資格* 全員 $0 （米国源泉所得がある場合）
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米国個人税確定申告
居住形態・納税義務者の区分

永住者
Permanent Resident
• グリーンカード保持者

• 米国滞在日数に関係なく、居住者として
みなされる

居住者
Resident
• 米国滞在日数が183日以上

• 相当期間滞在テストで183日以上

非居住者
Nonresident
• 米国滞在日数が31日未満

• 相当期間滞在テストで183日未満

二重身分居住者
Dual Status Resident
• 申告年に居住者期間と非居住者期間が

混在

• 赴任／帰任年

4

1040

1040NR

1040

1040 1040NR
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米国個人税確定申告
居住形態・納税義務者の区分

相当期間滞在テスト（Substantial Presence Test）
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申告年

x 1

合計

>=183?

前々年

x 1/6

前年

x 1/3

2019
31

2017
184

2018
365

2019
31

合計

183.34

2017
30.67

2018
121.67



December 2019
PwC

米国個人税確定申告
居住形態・納税義務者の区分
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永住権を有するか？

当該年度中に31日間以上滞在していたか？

当該年度(暦年)中に183日間以上

滞在していたか？

Substantial Presence Testで
183日以上になるか？

米国外に居所、雇用等を有し、且つ、その国との
関係の方が米国との関係より強いか？

居住者 非居住者

Yes

No
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米国個人税確定申告
Form 1040 & Form 1040NR
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Page 5, Line G & Line H
Substantial Presence Test

米国個人税確定申告
Form 1040 & Form 1040NR
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Page 5, Line L
Income Exempt from Tax

米国個人税確定申告
Form 1040 & Form 1040NR
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米国個人税確定申告
Form 1040 & Form 1040NR
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米国個人税確定申告
Form 1040 & Form 1040NR

Schedule 1

Schedule 2

Schedule 3

Schedule 4

Schedule 5

Schedule 6
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米国個人税確定申告
Form 1040 & Form 1040NR
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米国個人税確定申告
申告資格 (Filing Status)
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米国個人税確定申告
申告資格 (Filing Status)
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未婚者

独身者申告

世帯主申告

既婚者

夫婦個別申告

夫婦合算申告

(例）課税対象所得が$100,000の場合の税額

申告資格 税額 (2019年税率） 税額 (2017年税率）

独身者申告 18,174.50 20,981.75

世帯主申告 16,754.00 19,252.50

夫婦個別申告 18,174.50 21,442.25

夫婦合算申告 13,717.00 16,477.50

居住者のみ
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米国個人税確定申告
申告資格 (Filing Status)
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米国個人税確定申告
申告資格/二重身分居住者

二重身分居住者
• 夫婦合算申告が認められていない
• 標準控除が認められていない（項目別控除のみ）

（例）既婚者、9月末に帰任、給与1万ドル/月 （外国税額控除は考慮無し）
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二重身分居住者 夫婦個別申告

アメリカ給与 90,000.00

日本給与 (帰任後)

90,000.00

項目別控除 (州所得税) (4,950.00)

課税対象所得 85,050.00

税額 14,586.50

通年居住者 夫婦合算申告

アメリカ給与 90,000.00

日本給与 (帰任後) 30,000.00
120,000.00

標準控除 (24,400.00)

課税対象所得 95,600.00

税額 12,749.00
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米国個人税確定申告
連邦個人所得税の算出法（Form 1040）

Form 1040

総所得 (Gross Income) Line 7b

- 調整金額 (Above-the-line-deduction) Line 8a

= 調整後総所得 (Adjusted Gross Income - AGI) Line 8b

- 所得控除 (Deduction)

標準控除/項目別控除 (Standard/Itemized) Line 9

人的控除 (Personal Exemption)

= 課税所得 (Taxable Income) Line 11b

X 適用税率 (Tax Rate)

税額 (Tax) Line 12a

- 税額控除 (Credit)

児童控除 (Child Tax Credit) Line 13a

外国税額控除 (Foreign Tax Credit) Line 13b

- 源泉徴収税/予定納税 (Withholding/Estimated Tax) Line 17/18

= 追徴/還付 (Due/Refund) Line 23/20

Page 1

Page 2
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米国個人税確定申告
連邦個人所得税の算出法（Form 1040NR）

Form 1040NR

総所得 (Gross Income) Line 23

- 調整金額 (Above-the-line-deduction) Line 34

= 調整後総所得 (Adjusted Gross Income - AGI) Line 35

- 所得控除 (Deduction)

標準控除*/項目別控除 (Standard/Itemized) Line 37

人的控除 (Personal Exemption)

= 課税所得 (Taxable Income) Line 41

X 適用税率 (Tax Rate)

税額 (Tax) Line 45

- 税額控除 (Credit)

児童控除 (Child Tax Credit) Line 47

外国税額控除 (Foreign Tax Credit) Line 46

- 源泉徴収税/予定納税 (Withholding/Estimated Tax) Line 62/63

= 追徴/還付 (Due/Refund) Line 75/72
*標準控除は1040のみ適用
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Page 1

Page 2
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米国個人税確定申告
連邦個人所得税の算出法（主な控除）

主な控除 2019年 2017年

所得控除

 人的控除 (Personal Exemption) 廃止 $4,050 （1人につき）

 標準控除 (Standard Deduction) 1040 Line 9

• 独身者 $12,200 $6,350

• 既婚者

 夫婦合算申告の場合 $24,400 $12,700

 夫婦個別申告の場合 $12,200 $6,350

• 世帯主 $18,350 $9,350

 項目別控除 (Itemized Deduction) 1040 Line 9
1040NR Line 37

次ページ参照
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米国個人税確定申告
連邦個人所得税の算出法（主な控除）

居住者 非居住者

対象 Ln 対象 Ln

自己負担医療費 AGIの10%以上 日・米 1

州・市源泉徴収税 100% 米 5a 米 1a

固定資産税 100% 日・米 5b

住宅担保ローンの
支払利息

100% 日・米 8

寄付金
（アメリカのみ）

AGIの50%まで 米 11/12 米 2/3

自己負担
ビジネス経費

AGIの2.0%以上
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項目別控除 (Itemized Deductions)
1040 Schedule A / 1040NR page 3

州・市源泉徴収税・固定資産税・個人資産税の
合計額に対し$10,000の控除限度額が設定
（夫婦個別申告の場合、$5,000）

借入金限度額 $750,000
（$375,000夫婦個別申告）
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米国個人税確定申告
連邦個人所得税の算出法（主な控除）

主な控除 2019年 2017年

税額控除

 子女控除 (Child Tax Credit)
 17歳未満の米国居住者

 所得制限有り
 夫婦合算申告：$400,000
 それ以外：$200,000

 ソーシャルセキュリティー番号必須

1040 Line 13a $2,000
（1人につき）

$1,000 
（1人につき）

 その他の被扶養者控除
(Credit for Other Dependents)
 ITIN保有者も適用可

1040 Line 13a $500
（1人につき）
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米国個人税確定申告
連邦個人所得税の算出法（主な控除）

主な控除

税額控除

 外国税額控除 (Foreign Tax Credit) 1040 Line 13b 
Sch 3 Line 1
Form 1116
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米国個人税確定申告
連邦個人所得税の算出法（主な控除）

引越費用
税制改正前は、一定の引越費用は総所
得から控除可能だったが、改正後は引越
費用は控除不可

23



December 2019
PwC

米国個人税確定申告
課税対象所得（主な所得）

【Form 1040, Page 1】

主な所得

給与 Line 1 譲渡損益 Line 6 Sch D
利息 Line 2 Sch B 年金 Line 4
配当 Line 3 Sch B 賃貸所得 Line 7a Sch 1/Sch E
州・市税還付金 Line 7a Sch 1 ギャンブル収入 Line 7a Sch 1
事業所得 Line 7a Sch 1/Sch C
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米国個人税確定申告
課税対象所得（主な所得）

【Form 1040, Schedule 1】

主な所得

州・市税還付金 Line 7a Sch 1 
事業所得 Line 7a Sch 1/Sch C
賃貸所得 Line 7a Sch 1/Sch E 
ギャンブル収入 Line 7a Sch 1 
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米国個人税確定申告
課税対象所得（利息・配当）
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利息

配当

Schedule B
 申告年度に受け取った利息・配当収入を受け取った

金融機関別に報告

 アメリカ国外に金融口座を保有していた、又はサイン
権、アクセス権を持つ口座があったかを開示

=> 外国預金口座報告書（FinCen Form 114)
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米国個人税確定申告
課税対象所得（譲渡損益・賃貸所得）

譲渡損益 (Sch D) 賃貸所得 (Sch E)
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米国個人税確定申告
課税対象所得（居住者・非居住者）

居住者

全世界所得が課税

非居住者

アメリカ源泉所得のみ課税
給与所得の場合

支払い場所に関係なく、役務の提供地がアメリカの場合は、アメリカ源泉所得となる

賃貸所得の場合

不動産の所在地がアメリカの場合、アメリカ源泉所得となる

投資所得の場合

金融機関の所在地がアメリカの場合、アメリカ源泉所得となる
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米国個人税確定申告
課税対象所得（二重身分居住者）

米国非居住者

課税：米国源泉所得
1040NR Stmt

米国居住者

課税：全世界所得

1040 tax return

日本アメリカ
赴任

二重身分居住者

赴
任
年

米国居住者

課税：全世界所得
1040 Stmt

米国非居住者

課税：米国源泉所得
1040NR tax return

帰
任
年

帰任
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米国個人税確定申告
課税対象所得（非居住者）

給与の源泉地
 支払い場所に関係なく、役務の提供地で源泉地が決定される

 例外：申告年度の米国滞在日数が90日以下、米国出張の勤務対価が$3,000以下であれば外国源

泉所得としてみなされる

日本からの出張者の申告・納税？

30

2019年

アメリカ出張 アメリカ出張

米国源泉所得 米国源泉所得



December 2019
PwC

米国個人税確定申告
日米租税条約

【日米租税条約 第14条】

 短期滞在者免税
 いずれの12ヶ月の期間においても米国滞在日数が183日未満

 日本本社が報酬を支払い、そのまま負担すること

（注） 連邦税法上、非課税になっても、租税条約を適用しない州では申告・納税が必要

31

2019年

アメリカ出張 アメリカ出張

米国源泉所得 米国源泉所得
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米国個人税確定申告
日米租税条約

【日米租税条約 第14条】

シナリオ①

32

92日

2019年

アメリカ出張
3/1/19 – 5/31/19
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米国個人税確定申告
日米租税条約

【日米租税条約 第14条】

シナリオ②
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2018年

92日

2019年

92日

アメリカ出張
3/1/19 – 5/31/19

アメリカ出張
8/1/18 – 10/31/18

いずれの12ヶ月
6/1/18 – 5/31/19
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米国個人税確定申告
日米租税条約

【日米租税条約 第14条】

シナリオ②
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2018年

92日

2019年

92日

アメリカ出張
3/1/19 – 5/31/19

アメリカ出張
8/1/18 – 10/31/18

いずれの12ヶ月
6/1/18 – 5/31/19

いずれの12ヶ月
8/1/18 – 7/31/19
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米国個人税確定申告
日米租税条約

【日米租税条約 第4条】

 日本と米国双方の居住者となる場合、米国を非居住者と選択し申告が可能
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2019年

米国滞在日数214日

3月1日
プロジェクトの為
米国入国

9月30日

プロジェクト終了後
帰国



社会保険番号/個人納税者番号
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米国個人税確定申告
社会保険番号/個人納税者番号
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米国個人税確定申告
社会保険番号/個人納税者番号

社会保険番号 (Social Security Number)

 納税・申告を行うには必ず必要

 アメリカ人は全て取得している

 駐在員

- 赴任後に最寄の社会保険事務所（Social Security Office)にて申請

 帯同家族

- Eビザ・Lビザ保有者の配偶者も社会保険番号の取得が可能

- 社会保険番号取得が不可能な人は、代わりに納税者番号を取得
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米国個人税確定申告
社会保険番号/納税者番号

納税者番号 (Individual Taxpayer Identification Number – “ITIN”)

 納税者番号の必要な人

- 社会保険番号が発給されない人

- 米国の居住者と夫婦合算申告を選択する人（非居住者配偶者の居住者選択）

- 連邦税の納付・還付の為に申告書提出を必要とする人（出張者）

- その他の被扶養者控除を得る米国帯同子女

申請方法

- 原則として連邦確定申告書と併せIRSへ申請書(様式W-7)を提出

- 身分証明としてオリジナルのパスポート、またはパスポートを発行している政府機関から
の認証を得たパスポートコピーが必要

 米国在住者： 在米日本大使館・領事館からの旅券所持証明書

 日本在住者： 在日米国大使館にてパスポートコピー認証

- IRSサービスセンターにて申請受付（本人が申告書、W-7持参で出頭）

- IRSより認定されたCertified Acceptance Agent（CCA）によるW-7手続き
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米国個人税確定申告
社会保険番号/納税者番号

ITIN（有効期限、更新手続き）

 有効期限

- 未使用のITIN： 過去3年の確定申告（2016年、2017年、2018年）で1度も使用されな
かった場合、2019年12月31日に有効期限が切れる

- 期限切れのITIN： 2012年以前に発行されたITINは発行年に基づき段階的に有効期

限が切れる

 更新の対象となるITINは、ITIN番号で決まる。現時点では、ITINの4桁目と5桁目が
70～79、80～82のITIN（9xx-78-xxxxまたは9xx-81-xxxx）が更新の対象。更新対

象者にIRSから手紙が送付される。

更新方法

- 確定申告を待たず更新手続きが可能

- IRSへ申請書(様式W-7)と身分証明としてオリジナルのパスポート、またはパスポートを発

行している政府機関からの認証を得たパスポートコピーを提出

40



外国金融口座・金融資産報告義務
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外国銀行・金融口座の報告義務

FinCEN Form 114
The Bank Secrecy Act （銀行秘密法）により、確定申告とは別に提出

目的
⁃ マネーロンダリング防止
⁃ 米国外にある金融口座を米国当局に対して開示

報告義務者
- 米国市民・居住者
- 外国金融口座の年間最高残高の総合計額が10,000ドルを超える場合

報告対象となる口座の種類
- 銀行口座、証券口座、社内預金や財形、投資信託等

報告する情報
- 口座名義人、口座番号、金融機関所在地、年間最高残高

提出期日
- 4月15日
- 延長可。延長後期日は10月15日
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外国銀行・金融口座の報告義務

FinCEN Form 114

報告項目：
• 金融機関名
• 名義
• 口座番号
• 住所
• 2019年中の最高残高
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外国金融資産の報告義務

様式 8938
Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）という
内国歳入法に基づくもので、通常の確定申告の一部として開示が義務付け

目的
⁃ 米国外に保有する金融資産を当局に対し開示

報告義務者
- 米国市民・居住者
- 米国居住、米国外居住、および申告資格にて、国外にある報告対象資産の年間合計最高残高、又

は12月31日時点の残高のいずれかが下記の限度額を超える場合に開示・報告義務が発生します
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外国金融資産の報告義務

報告対象となる外国資産
- 外国金融機関に有する口座

（預貯金・社内預金・住宅積立や年金積立金等を含む）
- 外国の投資会社に預託している証券
- 外国企業の株式または持分（持株会も含まれる）* *

- 外国の匿名組合や合名会社等の持分*

- 外国信託預金
- 外国人に対する貸付金や債権
- 外国に有する年金、繰延給与等
- その他、先物投資等外国企業が発行している金融商品も含まれる

開示内容
- 口座番号、申告年度に開設・解約したか、年間最高残高、外国通貨の場合、その国名および為替

レート、金融機関名及びその住所、等

提出期日
- 4月15日（延長可）
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外国金融資産の報告義務

Form 8938 報告項目：
• 金融機関又は会社名
• 名義
• 国外金融資産の種類
• 口座番号
• 住所
• 2019年中の最高残高

• 当該口座が課税年度中に開設又は閉鎖
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お問い合わせ・質問等
本セミナーに関するお問い合わせ、ご質問等は以下担当者までご連絡ください。

監査： 税務：

久保 康 有馬 和茂
Yasushi Kubo Kazushige Arima
シカゴ事務所／監査パートナー ニューヨーク事務所／税務マネージングディレクター
Telephone: (312) 909-2735 Telephone: (646) 471-5031
E-mail: yasushi.kubo@pwc.com E-mail: kazushige.arima@pwc.com

八田 浩輔 中村 智昭
Kosuke Hatta Tomoaki Nakamura
シカゴ事務所／監査シニアマネージャー シカゴ事務所／税務シニアマネージャー
Telephone: (312) 502-7127 Telephone: (630) 200-9661
E-mail: kosuke.h.hatta@pwc.com E-mail: tomoaki.nakamura@pwc.com

柳瀬 智子 竹中 志乃
Tomoko Yanase Shino Takenaka
シカゴ事務所／監査シニアマネージャー 税務シニアアソシエイト
Telephone: (312) 256-3771 Telephone: (312) 399-7702
E-mail: tomoko.yanase@pwc.com E-mail: shino.takenaka@pwc.com

北山 ジョーダン カストロ 浩美
Jordan T. Kitayama Hiromi Castro
シカゴ事務所／監査マネージャー 税務シニアアソシエイト
Telephone: (812) 345-5201 Telephone: (312) 497-3131
E-mail: Jordan.t.kitayama@pwc.com E-mail: hiromi.k.castro@pwc.com 
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